
（
３
）
委
員
会
別
の
成
立
し
た
法
律
・
条
約
等
の
要
旨
及
び
本
会
議
に
お
け
る
委
員
長
報
告
（
議
案
審
議
表
付
）

○
地
方
行
政
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

　

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

　
　

　　

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

２

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

五
七
、
一
一
、
三
〇　

　
　
五
七
、
一
二
、
二
四

受
　
　
　
　
領

五
七
、
一
二
、
二
四

五
七
、
一
二
、
二
五

可
　
　
決

五
七
、
一
二
、
二
五

可
　
　
決

五
七
、
一
二
、
二
〇

五
七
、
一
二
、
二
三

可
　
　
　
決

五
七
、
一
二
、
二
四

可
　
　
決

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

　
　
　
　

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

第
九
十
六
回

国
　
　
会

　
　
4
0

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

地
方
行
政

委
　
員
　
長

　
（
五
七
、
八
、
一
七
）

（
五
七
、
一
二
、
二
五

送
　
　
付

）

五
七
、
八
、
一
八

五
七
、
八
、
一
九

五
七
、
一
二
、
二
五

修
　
　
正

五
七
、
一
二
、
二
五

修
　
　
正

五
七
、
一
二
、
二
五

五
七
、
一
二
、
二
五

可
　
　
決

五
七
、
一
二
、
二
五

可
　
　
決



地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
号
）
（
衆
議

院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
、
一
一
、
三
〇
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
、
二
四
　
衆
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
、
二
五
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
案
は
、
今
回
の
補
正
予
算
に
お
い
て
、
所
得
税
、
法
人
税
、
酒

　
税
の
減
額
が
歳
入
に
計
上
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
同
税
を
基
礎
と
す

　
る
地
方
交
付
税
交
付
金
も
当
初
予
算
計
上
額
に
対
し
て
一
兆
六
千
九

　
百
五
十
七
億
円
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な

　
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
地
方
交
付
税
法
、
交
付
税
及
び
譲
与
税
配

　
付
金
特
別
会
計
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
改
正
措
置
を
講
じ
よ
う
と

　
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
、
地
方
交
付
税
の
総
額
の
確
保
を
図
る
措
置
と
し
て
、
昭
和
五
十

　
　
七
年
度
の
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
の
借
入
金
を
一

　
　
兆
五
千
四
百
三
十
二
億
八
千
万
円
増
額
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
借

　
　
入
金
の
償
還
に
つ
い
て
は
借
入
純
増
加
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す

　
　
る
額
を
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
昭
和
七
十
二
年
度
ま
で
の
各
年
度

　
　
に
お
い
て
、
臨
時
地
方
特
例
交
付
金
と
し
て
一
般
会
計
か
ら
同
特

　
　
別
会
計
ヘ
繰
り
入
れ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

　
二
、
地
方
交
付
税
の
算
定
に
当
た
り
、
地
方
公
務
員
給
与
の
基
準
と

　
　
さ
れ
て
い
る
国
家
公
務
員
給
与
の
改
定
が
見
送
ら
れ
る
こ
と
と
さ

　
　
れ
た
こ
と
、
老
人
保
健
法
の
施
行
が
予
定
よ
り
遅
れ
た
こ
と
等
に

　
　
よ
り
、
当
初
見
込
ん
だ
財
政
需
要
に
千
五
百
二
十
四
億
円
の
減
少

　
　
が
見
込
ま
れ
る
た
め
単
位
費
用
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
す
る
こ
と
。

　
三
、
普
通
交
付
税
及
び
特
別
交
付
税
の
総
額
の
算
定
基
礎
を
改
め
、

　
　
昭
和
五
十
七
年
度
分
の
特
別
交
付
税
の
総
額
は
当
初
の
額
ど
お
り

　
　
と
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
は
、
昭
和
五
十
七
年
度
分

　
の
所
得
税
、
法
人
税
及
び
酒
税
の
減
収
に
よ
り
、
こ
れ
ら
三
税
を
基

　
礎
と
す
る
地
方
交
付
税
交
付
金
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た

　
の
で
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
交
付
税
特
別
会
計
に

　
お
い
て
一
兆
五
千
四
百
億
円
余
を
借
り
入
れ
て
地
方
交
付
税
の
所
要

　
額
を
確
保
し
、
借
入
金
の
償
還
に
つ
い
て
は
、
借
入
純
増
加
額
の
二

　
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
臨
時
地
方
特
例
交
付
金
と
し
て
一
般
会
計



　
か
ら
同
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
、
ま
た
財
政
需
要
額
の
減
少
に
伴
い

　
単
位
費
用
の
改
正
を
図
る
こ
と
等
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り

　
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
明
年
度
地
方
財
政
対
策
の
方
針
、
給

　
与
決
定
の
あ
り
方
、
地
方
財
政
計
画
と
財
政
の
実
態
等
の
諸
問
題
に

　
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
を

　
代
表
し
て
山
田
委
員
よ
り
反
対
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
を

　
代
表
し
て
亀
長
委
員
よ
り
賛
成
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て

　
大
川
委
員
よ
り
反
対
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
神
谷
委
員
よ
り
反

　
対
、
民
社
党
・
国
民
連
合
を
代
表
し
て
田
渕
委
員
よ
り
反
対
の
意
見

　
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ

　
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
九
十
六
回
国
会
衆
第
四

〇
号
衆
議
院
提
出
）
（
本
院
継
続
審
査
）

　
　
九
十
六
回
国
会
　
五
七
、
　
八
、
一
七
　
衆
地
方
行
政
委
員
長
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
、
一
八
　
衆
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
継
続
審
査

　
　
九
十
七
回
国
会
　
五
七
、
一
二
、
二
五
　
参
修
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
、
二
五
　
衆
可
決

要
旨

　
　
本
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
行
政
書
士
と
な
る
資
格
の
引
上
げ

　
　
　
行
政
書
士
と
な
る
資
格
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
公
務
員
と

　
　
し
て
の
行
政
事
務
担
当
期
間
を
二
十
年
（
現
行
十
二
年
）
以
上
、

　
　
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
等
に
あ
つ
て
は
、
十
七
年
（
現
行
九
年
）

　
　
以
上
と
す
る
。

　
二
、
行
政
書
士
試
験
制
度
の
改
善

　
　
　
行
政
書
士
試
験
を
国
家
試
験
と
し
、
自
治
大
臣
は
、
そ
の
事
務

　
　
を
都
道
府
県
知
事
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
行
政
書
士

　
　
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
い
ず
れ
の
都
道
府
県
に
お
い
て
も
行
政

　
　
書
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

　
三
、
行
政
書
士
会
登
録
即
入
会
制
へ
の
移
行
等

　
　
　
行
政
書
士
は
、
行
政
書
士
会
に
登
録
さ
れ
た
時
に
、
当
然
、
当

　
　
該
行
政
書
士
会
の
会
員
と
な
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
行
政
書



　
　
士
が
、
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
事
務
所
を
移
転
し
よ
う
と
す

　
　
る
と
き
は
、
登
録
を
移
転
す
る
も
の
と
す
る
。

　
四
、
経
過
措
置

　
　
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
行
政
書
士
で
あ
る
者
及
び
旧
行
政

　
　
書
士
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
改
正
後
の
行
政
書
士
法
の
規
定
に

　
　
よ
る
行
政
書
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
と
と
も
に
、

　
　
行
政
書
士
で
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
行
政
書
士
会
の
会

　
　
員
で
な
い
も
の
は
、
こ
の
法
律
施
行
後
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

　
　
に
行
政
書
士
会
の
会
員
と
な
ら
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
を

　
　
抹
消
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
五
、
施
行
期
日

　　

本
法
律
は
、
昭
和
五
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

修
正
要
旨

　
　
本
法
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
、
原
案
に
お
い
て
「
昭
和
五
十
八
年

　
一
月
一
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る

　
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
は
、
行
政
書
士
と
な
る
資

格
要
件
の
う
ち
、
公
務
員
経
験
期
間
の
要
件
を
引
き
上
げ
、
行
政
書

士
試
験
を
国
家
試
験
と
し
、
行
政
書
士
は
行
政
書
士
会
に
登
録
さ
れ

た
時
に
当
然
会
員
と
な
る
も
の
と
す
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
第
九
十
六
回
国
会
に
お
い
て
衆
議
院

地
方
行
政
委
員
長
よ
り
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
継
続
審
査
の

の
ち
、
今
国
会
に
お
い
て
採
決
を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
法
の
施

行
期
日
を
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
と
す
る
修
正
案
及
び
修
正
部
分

を
除
く
原
案
を
全
会
一
致
を
も
っ
て
可
決
、
よ
っ
て
本
法
律
案
は
修

正
議
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。




